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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年９月15日（金）午後１時30分から午後３時15分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（16名）　※番号は席番号

１番　北川　康裕               　　　　　 ２番　滝本　多美子 
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　昌男（会長）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　６番　津澤　謙次
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　11番　田伐　厚子
12番　森田　隆義　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（１名）

８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第13号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　議案第14号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の答申に
ついて
　　第３　報告第20号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第４　報告第21号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第５　報告第22号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第６　報告第23号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長代理　川原　祐　　　　　　　　　　　　係長　　　津川　育大
　　職員　　　阪本　一彦
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
議長（南会長）　ただいまより、９月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員が1名欠席でございます。委員17名のうち16名が出席し、　　　出席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務める　ことになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第13号　農地法第３条第１項による許可について、事務局から説明を　お願いします。
　事務局　　　　　議案第13号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
（議案第13号　件番１朗読）

まず始めに、農地法第３条第１項による許可申請とはどのようなものなの　かと言いますと、例えば、農地を親族の方に贈与し、譲り受けた後も農地として耕作する場合や、親族以外の方に売却し、譲り受けた後も農地として耕作する場合、あるいは農地を農地のまま使用するため、農地所有者以外の方に貸す場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会が農地法第３条第１項による申請があった場合には、本日の委　員会総会において、許可・不許可を決定するにあたり、農地の現地確認や譲り受けられる方から聞き取りをするなど、農地法に定められている許可要件を満たす必要があります。
件番１につきましては、９月１日に農地調整委員会が開催され、現地確認　　及び譲受人から聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、本市の北西側、府立西寝屋川高等学校の西側の農地でございます。
農地法に定める許可要件の判断基準については、まず、全部効率利用要件　　があります。これは、農地の所有権や貸借権を受ける者が、所有権や貸借権を取得後に耕作をすることが見込まれるか、また譲り受けられる方あるいは借りられる方が現在所有している、あるいは借りられている農地が遊休農地になっていないか、又は農地法の許可を得ずに無断で農地転用していないか等を確認し、今後、全ての農地で耕作される見込みがあるかを判断します。
本件の申請地については、聞き取りから今後、耕作する見込みはあるもの　　とし、譲受人が、現在、枚方市において275㎡の農地を所有していますが、耕作されていることを枚方市農業委員会から耕作証明書を提出されていることから、要件を満たしています。
次に農作業常時従事要件があります。これは、所有権や貸借権を受ける者　　の年間の耕作日数によって判断するものございます。
農林水産省が定める農作業従事日数は、年間150日以上でございますが、150　　日未満であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認めるものとされています。大阪府が定める具体的な日数は、住民登録をされている世帯ではなく、農業を一緒にされている親族が農家世帯となります。農地法に定める農家世帯とは、住居及び生計を一にする親族、あるいは二親等以内の親族で60日以上の耕作日数が許可要件となります。
本件の譲り受けられる方は、年間60日から70日耕作されていることから、要件を満たしています。
次に農機具の保有状況ですが、耕うん機、田植え機、脱穀機、運搬機、草　　　刈機を各１台所有されています。本件の申請地は、所有権移転後、畑地として耕作されますので、要件は満たしています。
次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の　効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
その他に、通作距離について、自宅から申請地まで約10km、車両で30分程度ですので、問題はございません。
現況は画面のとおりです。
（議案第13号　件番２朗読）
次に件番２につきましても、９月１日に農地調整委員会が開催され、現　　　地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議いたしました。
本件は親から子への身内内贈与でございます。
場所は、大阪府が管理する寝屋川公園内の第二野球場がございますが、そ　　こから水道道を北へ少し進んだ一団の農地が広がる一角でございます。
許可要件の判断基準である全部効率利用要件については、一定の要件は満たしています。
次に農作業常時従事要件について、譲り受けられる方は、年間180日程度　　耕作されていることから、要件を満たしています。
次に農機具の保有状況ですが、トラクター、田植え機、コンバイン、乾燥　　　機、籾摺機を各１台所有されています。本件の申請地は、所有権移転後、畑地として耕作されますので、要件は満たしています。
次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の　効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
その他に、通作距離について、自宅から申請地まで約１km、車両で10分程度ですので、問題はございません。
現況は画面のとおりです。
それでは、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。

件番１については、９月１日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び譲受人に聴聞を行いました。
私が担当する地区でございますので、ご説明させていただきますと、葛原二丁目の農地と点野四丁目の農地は水路を挟んで隣接する農地でございます。
点野四丁目の農地について、除草はされていますが、以前耕作を手伝われていた方が亡くなられてから遊休化していました。
現在、農地所有者が91歳という高齢であり、ご家族の方も耕作できないということから、今回、農地を売却するということです。
農地調整委員会で審議していますので、農地調整委員長から報告をお願いします。
　農地調整委員長　ただいま、会長よりこれまでの農地の経緯の説明がありましたが、今後、譲受人が、適正に耕作されるということですので、問題ないと判断いたしました。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がございましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　 ご意見等がないようですので、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので許可いたします。次に件番２についても９月１日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び譲受人に聴聞していますので、農地調整委員長から説明をお願いします。
　農地調整委員長　件番２についても、農地調整委員会で審議いたしました。
　　　　　　　　　本件の３筆については、全て農地として適正に維持管理されていますし、今回、息子に贈与するということです。
　　　　　　　　　先ほど事務局から説明がありましたように、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、農機具の保有状況、地域との調和、全て問題ないかと判断します。
　　　　　　　　　本件の寝屋川公園地区及び寝屋二丁目地区については、約30ヘクタールあるのですが、今後、土地区画整理事業が行われるという動きを踏まえて、親子間で贈与が行われ、土地区画整理事業で市街化区域内に編入される前の土地の評価が低いうちに、次の代へ農地を渡し行こうというものです。
　　　　　　　　　以上のようなことから、許可については問題ないかと思います。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がございましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようですので、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので許可いたします。次に議案第14号　都市農地の　貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の答申について、事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　議案第14号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の答
申についてご説明申し上げます。
（議案第14号　件番１朗読）
本件の「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」（以下「円滑化法」という。）については、平成30年に法律が施行されたもので、市街化区域内の生産緑地に限りますが、農地法第３条による貸借の設定より簡単にできるものです。
この法律では、貸借の期間を今回のように３年間と設定すれば、３年の期　　間満了後には、農地を耕作する権利が必ず所有者に返ってきます。
農家の方がよく思われる、農地を貸したら返ってこないというものが、ありません。また、農地を返してもらった際の離作補償を基本的には伴いませんので、農地を解約した際に金銭や農地を半分渡さないといけないといった離作補償というものはないというものです。
この法律では借りる方にはあまりメリットがないのですが、土地所有者側　に多くのメリットがあり、この法律で貸し付けた農地については、自ら耕作をしなくても相続税の納税猶予制度の適用が受けられます。
件番１について、場所は萱島駅から寝屋川市駅に線路沿いを少し　進んだところの農地でございます。
本件につきましては、本市産業振興室が行っている農地のマッチング事業　により、農地所有者と、借受人で農地を使用貸借、いわゆる無償で貸し借りするものでございます。
借受人は、数年前からＪＡ中河内の営農の方に相談し、知り合い２人で八　　尾市内の農地、約3,400㎡を借りて、育てた野菜を飲食店や八百屋に卸していますが、出荷量を増やすため、自宅近くで借りられる農地がないか、農業委員会事務局の窓口に相談に来られたことがきっかけです。
契約の内容は、無償での貸し借りである使用貸借、契約期間は３年間、畑　　地として耕作する予定です。
使用貸借、期間は３年間で畑として耕作する予定です。
予定作物はミニトマト、オクラ、クウインサイ、ズッキーニ、ダイコン、　　　ニンジン、豆類を作付けする予定です。
農機具については、乗用式のトラクターを２台所有されています。
この法律は、農地の借主が市長に事業計画を申請するもので、市長は本事業の認定にあたり、農業委員会に農地の貸借について問題ないか諮問し、農業委員会では委員会総会に諮り、問題がなければその旨を市長に回答し、市長が事業計画の認定書を交付する運びとなります。
それでは、ご審議の程よろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。
件番１についても、９月１日に農地調整委員会を開催し、現地確認及び申請人に聴聞していますので、農地調整委員長より説明をお願いします。
　農地調整委員長　９月１日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び借受人に聴聞を行いました。
聞き取りをする中で、農業に取り組んでいこうとするやる気を非常に強く持っておられました。
　　　　　　　　　先月の委員会総会で事務局から配布されました「農地調整委員会で扱う案件について」の都市農地の貸借の円滑化に関する法律に記載されていますが、市街化区域内の生産緑地に限っては、この法律を使って貸借ができるものです。本件の土地所有者が相続税の納税猶予制度の適用を受けておられるかどうかは定かではないのですが、受けておられる場合には、本来であれば自ら耕作することが原則ではあるのですが、この法律が平成30年に施行されて、貸借しても相続税の納税猶予の適用が受けられることになりました。しかも、貸借の期間を５年間と設定していれば、５年間の期間終了後には離作補償をしなくても農地が返ってくる。農地を貸す側にとっては非常に良い制度になっているかと思います。
　　　　　　　　農地調整委員会で審議させていただいて、問題ないと判断いたします。
議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長より説明がありました。
本件の農地所有者は、先ほど議案13号の件番１の農地所有者と同一人物で　ございまして、ご高齢により自ら耕作することができないので、耕作したいという方がおられたら貸してもよいと考えておられたようです。
事務局　　　　　 本件の４筆は相続税の納税猶予制度の適用は受けておられません。
議長　　　 　　　何かご質問等ございますか。
委員　　 　　　　農地の面積で、全面積の一部となっている農地があるのですが、どういう
ことでしょうか。
事務局　　　　　　この法律では生産緑地に限っての貸借になりまして、差のある面積については、生産緑地の指定を受けておられない部分であり、かつ農地以外の土地でございます。
　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、議案書のとおりとする旨を市に答申してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　ご異議がないようですので答申します。次に報告第20号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第20号の説明をさせていただく前に、農地の転用について、ご説明させていただきます。
農地法において、農地を農地以外にする場合には、知事の許可が必要となります。本市においては、知事から市長が事務委任を受け、市長は農業委員会会長へ事務委任していますので、寝屋川市内の農地の転用については、全て農業委員会会長が許可することとなっております。なお、農地法で市街化調整区域と市街化区域の線引きがされている場合で、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出をすれば良いことになっております。
本市においては、昭和44年頃に市街化調整区域と市街化区域の線引きが始まりました。当時、一団の農地が集まっていて今後も農地を残していこうという区域を市街化調整区域として指定し、住宅地が建ち並び、今後も宅地化が見込まれる区域を市街化区域として指定しました。
報告第20号と次の報告第21号は、いずれも市街化区域内の農地転用の届出があったもので、報告第20号は農地法第４条によるもの、報告第21号は農地法第５条によるものでございます。
農地法第４条は、農地の所有者が農地を農地以外のものに利用していくもので、例えば、自身の一戸建て住宅や共同住宅に利用、あるいは、駐車場や資材置場等として利用する場合に、農地法第４条の届出を行います。また、農地法第５条では、農地法第４条と同様に農地以外に利用する場合ですが、農地法第５条は農地転用と併せて、農地の所有権を他人に売り渡す場合や、農地の所有権はそのままに、貸借をする場合に農地法第５条の届出を行うものです。具体的に、農地所有者から農地転用の届出があった場合には、届出があった農地の地区担当委員と事務局で日程調整し、現地確認を行います。現地確認では、付近農地の耕作に問題がないかを確認します。例えば、農業用水の取込みや雨水排水が隣接農地へ流れ込まないか等を確認します。問題がなければ、事務局で届出書類を確認し、問題がなければ会長による決裁となります。その後、直近の農業委員会総会において、報告案件として報告します。具体的な説明を事務局が行い、その後、地区担当委員から現地確認の説明を行う流れとなり、委員の皆さんからご質問等をお聞きするということになります。
それでは、報告第20号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第20号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は寝屋川市駅西側のバス通りを西側にございます市立西小学校から南側の萱島方面に向かう途中の農地でございます。
本件は８月４日に受付を行い、地区担当委員と８月７日に現地確認し、８月16日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりです。雨水排水については北側の水路に放流されますし、隣接して農地がございますが、ご自身の畑地でございます。また、北側に農地がございますが、間に露天駐車場がありますので、農地転用しても近隣農地への影響はないと考えられます。
（報告第20号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は打上川治水緑地の北側にあります三井秦団地を少し入ったところでございます。
本件は８月９日に受付を行い、８月16日に地区担当委員と現地確認を行い、８月23日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりで、以前から生産緑地地区指定区域内の農業用倉庫として使用されていました。今後は生産緑地の指定をはずして、イチゴ狩りやブドウ狩りに来園された方に、ハーブティー等を楽しんでもらえる休憩スペースと農業用に特化しない倉庫として利用したいとの考えから、農地転用の届出がされたものでございます。
雨水排水については、これまでどおり、南側の道路側溝に放流されます。
付近にはご自身の農地しかございませんので、近隣農地への影響はないと考えられます。
（報告第20号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は市立市民会館から東側の大阪市豊野浄水場に向かう途中でございます。
本件は８月21日に受付を行い、８月22日に地区担当委員と現地確認を行い、８月30日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりです。既に砂利敷きで地固めされた状態になっており、平成６年頃に農地転用の届出をせずに駐車場にしてしまったということで、経過書が提出されています。
雨水排水については、公共用雨水桝に接続されており、付近にもご自身の農地しかございませんので、問題ないと考えられます。
（報告第20号　件番４朗読）
件番４につきまして、場所は件番３のすぐ西側の農地でございます。
本件も８月21日に受付を行い、８月22日に地区担当委員と現地確認を行い、８月30日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりです。今後は、息子の木造２階建ての一戸建て住宅を建築するということです。
雨水排水については、開発区域が300㎡未満であることから、寝屋川市開発指導要綱による小規模開発が必要になりますので、計画では公共用雨水桝に接続することになることから問題ないと考えられます。
（報告第20号　件番５朗読）
件番５につきまして、場所は国道170号大阪外環状線を四條畷市との市域界付近に小路地区がございます。小路土地区画整理事業が行われた区域から東へ進んだところでございます。
本件は８月22日に受付を行い、８月25日に地区担当委員と現地確認を行い、８月30日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりです。既に露天駐車場の一部となっており、平成７年に屋外駐車場への宅地造成をした際に誤って本件農地も宅地造成されたということで経過書の提出を受けています。
雨水排水については、東側に既設Ｕ字側溝へ流れるようになっており、隣接農地がございますが、問題は生じていなかったようです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございました。件番１については、地区担当
委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局から説明があったように、隣接する農地は、ご本人の農地でござい
ます。付近には北側に農地が二筆ございまして、そのうち一筆は私の農地で
ございます。間には駐車場がございますので、雨水排水の影響はないと思
います。
本件の少し東側に府道が南北に通っているのですが、随分昔に拡幅工事の
計画があり、つい最近まで工事の話が出ていませんでしたが、先日、急に地
元説明会が開催され、道路の拡幅工事がされることになったようです。
全長32ｍ、幅員6.5ｍへの拡幅工事に伴い、本件農地の一部も公共用道路
として収用されるようです。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございま
すか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員から説
明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局から説明があったように、特に問題はないかと思います。
　　
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番３及び４について、地区担当委員から説明をお願いします。
　　　　　　　　
　地区担当委員　　事務局から説明がありましたが、件番３については、周りは全て住宅地になっていますので問題はありません。
本件の隣地に共同住宅が建っているのですが、建てられた当時より共同住宅の入居者の駐車場として使われていました。
農地転用の届出漏れのようです。
雨水排水も適切に処理されていますので問題ありません。
件番４については、現在畑として耕作されていますが、息子さんの住居を建てるようです。
現況は、将来的に住居を建てることを見越して、地上１階部分を屋内駐車場にできるように、コンクリートで造成されています。その上に、現在は畑地として耕作をされています。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番５について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　 事務局から説明があったように、隣接地を駐車場にする際に誤って本件農地も取り込んで造成されたようです。
　　　　　　　　　雨水排水については、東側にＵ字側溝があり、適切に処理されていますので、問題ありませんでした。
　
　議長　　　　　　 ただいま、地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
　農地調整委員長　 本件農地は15㎡ですが、現地写真では駐車場が15㎡以上あるかと思います。隣地を駐車場として造成する際に、本件農地を取り込んでしまったということですが、隣接地の本件農地と同一の所有者なのですか。
　事務局　　　　　はい。同一所有者です。
　 委員　　　　　 土地の地籍測量をして、取り込んでいるのが分かったということですか。
　事務局　　　　　はい。そのように聞いています。

　議長　　　　　　他にご質問等ございませんか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第21号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第21号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第21号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は木田元宮地区にある鉄道車庫から少し南側に向かった　ところでございます。
本件は８月７日に受付をし、同日に地区担当委員と現地確認し、８月16日　　に会長専決により届出を受理したものです。
現況は写真のとおりです。雨水排水については、500㎡を超える開発行為で　あるため、雨水貯留槽等の防水設備の設置が定められています。大雨が降った際には、雨水貯留槽等で排水量を調整し、公共用雨水桝等に流すことになり、本件についても雨水貯留槽を設置し、南側の公共用雨水桝に接続されることから、雨水排水については問題ないと考えられます。
（報告第21号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は寝屋川警察署から国道170号大阪外環状線を北側へ向かったところでございます。
本件は８月10日に受付をし、８月16日に地区担当委員と現地確認し、８　　月23日に会長専決により届出を受理したものです。　
現況は写真のとおりです。雨水排水については、件番１と同様に500㎡を　　超える開発行為であるため、雨水貯留槽等を設置の上、適切に処理されることから問題ないと考えられます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございました。件番１については、地区担当委員は、本日ご欠席でございます。
事務局、何か補足説明はございますか。
　事務局　　　　　地区担当委員と現地確認させていただきましたが、雨水排水や付近に農地もございませんので、問題ないと聞いております。
　議長　　　　　　何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　現地確認させていただきまして、以前は水稲の作付けをされていた形跡がありました。今後は一戸建て住宅として開発されますが、雨水排水については周辺に農地はありませんので、問題ないかと思います。
　
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問がないようですので、次に報告第22号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　案件ご説明前に、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についてご説明いたします。
本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
件番１から３については、隣接する農地でございますので、一括して説明させていただきます。
報告第22号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明に ついて、ご説明させていただきます。
（報告第22号　件番１～３朗読）

件番１から３につきましては、場所は国道旧170号線と第二京阪道路が交差する付近の農地でございます。
７月31日に証明願があり、８月２日に事務局において現地確認を行い、８月16日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。件番１については、身体の故障ということで、病名は「頚椎性神経根症」により農業に従事することが不可能であるとの医師の診断書が出ております。頚椎の椎間板が突出し神経に障害を与えるようです。
件番２についても、身体の故障ということで、病名は「ぞうぼうべん形成術後」により農業に従事することが不可能であるとの医師の診断書が出ております。心臓の弁の病気のようです。
件番３についても、身体の故障ということで、病名は「変形性ようつい症・腰椎椎間板ヘルニア」により農業に従事することが不可能であるとの医師の診断書が出ております。腰のヘルニアのようです。なお、今後は、一戸建て住宅数戸の開発がされると聞き及んでいます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、次に報告第23号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第23号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第23号　件番１朗読）

　　　　　　　　　案件のご説明前に、「使用目的変更承認願」についてご説明いたします。
農地は通常作付けをしますが、耕作に必要な農業用倉庫を建築する場合や、農地に30㎝以上盛土をし、高畑や高田として使用される場合には、農地法による規定はありませんが、本市独自にそういったことをされる場合には、事前に申請をしていただいております。
件番１については、先ほどの報告第20号の件番１の農地の隣接地でございます。
８月４日に変更願があり、８月７日に地区担当委員と現地確認を行い、８月16日に会長専決により承認いたしました。
現況は画面のとおりです。
　委員　　　　　　農地に農業用倉庫を建築する場合には、その部分を分筆しまければならないのですか。
　事務局　　　　　土地の分筆は不要です。
　委員　　　　　　農地の一部に農業用倉庫を建てる場合に、建屋の敷地の面積制限はあるのですか。
　事務局　　　　　敷地面積200㎡未満であれば農地転用は不要です。
　議長　　　　　　他にご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、本日の議案・報告は以上となります。
事務局から連絡事項があれば説明をお願いします。
　事務局　　　　　市街化調整区域内の農地転用許可について説明。
令和５年度農業委員会大会上程予定議案（素案）について説明。
　　　　　　　　　本市５名の女性農業委員の記事が大阪農業時報に掲載されていることを説明。
　
　議長　　　　　　以上をもちまして、９月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後３時15分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。
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